
 

令和６年度みやぎ森林・林業就業促進プロモーション業務企画提案募集要領の一部を改正する要領 

令和６年度みやぎ森林・林業就業促進プロモーション業務企画提案募集要領（令和６年６月５日施行）の一部を次のように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

１から１１（１）ロまで（略） 

 

 
 

１１（２）から１４まで（略） 

 

 

１から１１（１）ロまで（略） 

 

 
 

１１（２）から１４まで（略） 

 

 

  

   附 則 

この要領は、令和６年６月２１日から施行する。 

 

 


